
大阪府 受講料の
1/2を
大阪府が
支給スキルアップ支援金

ご案内

お申込みから支給申請までの流れ

教育訓練給付制度の対象者要件に該当しない大阪府民の方対象者

教育訓練給付制度対象講座対象講座

対象者の
確認
▼

対象者

お問い合わせ先
大阪府スキルアップ支援金事務局
〒540-0031　大阪府大阪市中央区北浜東3-14エル・おおさか

TEL：06-6966-1030（平日9:00～18:00） https://next.ni-deau.jp/skillup/

LECでは対象者要件を確認することができません。
大阪府サイトでわからない場合は直接大阪府へお問い合わせください。

ご自身が対象者か大阪府のサイトでご確認ください
大阪府民の方
雇用保険に加入したことがない方
雇用保険に加入してから1年未満、離職後1年を超える、前回の教育訓練給付の受給日から
3年未満など、教育訓練給付制度の対象とならない方
2024年4月1日以降に開講し、2025年2月末までに対象コースを受講し、修了する方

講座申込
▼

https://www.lec-jp.com/kyuufu/skillup_osaka.html
※同一講座名称でも受講期間が対象講座一覧と異なる場合、対象となりませんのでご注意ください。

受講したい講座を選択してお申込みください！

支援金申請期限 2025年3月10日まで

対象講座 一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座のうち
令和6年4月1日以降に開講し、令和7年2月28日までに修了するもの

LECに
利用申請
▼

LECに「大阪府スキルアップ支援金」をご利用になる旨をお申し出ください。

後日、領収書（大阪府指定様式）またクレジット支払い証明書（大阪府指定様式）のpdfを

LECへご登録のeメールアドレスに添付してお送りします。

https://regist.lec-jp.com/system/soudan/

オンラインショップからお申込みの場合
LECお問い合わせフォーム ＞ 講座のご受講相談 ＞ 相談項目「教育訓練給付制度について」を
ご選択して「大阪府スキルアップ支援金」利用とご入力の上送信してください。

本校でお申込みの場合
教育訓練給付制度利用申請書のご署名の隣の空きスペースに「大阪府スキルアップ支援金」利用とご記載いた
だき、スタッフにお申し出ください。

LEC対象講座

大阪府サイト

LECお問い合わせ

この広告物は、発行日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。発行日：2024年6月20日／有効期限：2025年2月28日 XV2406119

資格を取得して価値ある人材へ



大阪府に
事前登録
▼

https://84a9d8a2.form.kintoneapp.com/public/skill-up-r6-prior

https://www.lec-jp.com/kyuufu/

https://www.lec-jp.com/
kyuufu/ippan/
flow_tsuugaku.html

https://www.lec-jp.com/
kyuufu/ippan/
flow_tsuushin.html

大阪府への事前登録を行ってください。

大阪府特設サイトから必要事項のご登録を行ってください。

予算がなくなった時点で受付終了となるため、ご登録はお早目にお願いします。
ご登録には領収書（大阪府指定様式）または、

クレジット支払い証明書（大阪府指定様式）が必要となります。

受講中
▼

2025年2月28日まで修了認定基準を満たして受講修了できるよう計画的にご受講ください。

支援金
申請

ご本人から大阪府へ支援金申請
2025年3月10日までにご自身で大阪府へ支援金の申請を行ってください。
詳細は大阪府専用サイトをご確認いただくか直接大阪府へお問い合わせください。

<LEC一般教育訓練の修了認定基準>
通学講座…出席率80％以上、
　　　　　かつ確認テストの得点結果が70％以上

通信講座…添削課題提出率80％以上、
　　　　　かつ確認テストの得点結果が70％以上

受講のしかたは、LECサイトをご確認ください。

受講修了 受講修了後にLECから「指定教育訓練修了証明書（大阪府指定様式）」のpdfを
LECへご登録のeメールアドレスに添付してお送りします。

<LEC専門実践教育訓練の修了認定基準>
添削課題全３回を提出し、各回60点以上かつ知識確認テストの得点70点以上

通学全12日間中10日以上出席

大阪府事前登録

一般通学受講の
しかた

専門実践

一般通信受講の
しかた

大阪府スキルアップ支援金事務局
〒540-0031　大阪府大阪市中央区北浜東3-14エル・おおさか

（平日9:00～18:00）
06-6966-1030

LECへのお問い合わせ
株式会社東京リーガルマインド お問い合わせフォームから
お問い合わせください。
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